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街道に近いが、傾斜のある林地地域であり、当面現状の状態を維持し推移するものと予測される。
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西多摩エリアでは林地の宅地開発は見られず、平坦地の開発に留
まる。人口減少により林業従事者は減少、林地取引件数は極めて
少ない。

北向き傾斜が中心の林地地域、日照がやや劣り、立木も少ない。
街道に近く、林道の状態は良いものの、地価は下落傾向にある。

個別的要因に変動はない。
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２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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②地積 14,082

⑨公法上の規制

⑩地域の特性

用材林地（杉）
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②標準的規模等

東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 1,000 400 200

規模 15,000 ㎡程度、　形状 不整形
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(5)鑑定評価の手法
　 の適用

現況の用材林地として利用

取引事例比較法

控除法
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控除後価格
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[令和 7年 1月]

正常価格

(1)価格時点

(2)実地調査日

(3)鑑定評価の条件 当該土地に工作物又は立木等がなく、かつ、使用収益を制約する権利の存しないものとしての鑑定評価

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

2.5

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別
令和 7年 6月 3日

令和 7年 7月 2日令和 7年 7月 1日

1,270,000鑑定評価額 円 90,500 円／10a10a当たりの価格

林地を造成し宅地化を想定した控除法は現実的ではなく適用できない。収益還元法も林業経営に着目する方式であるが、採
算が合わず、想定要素も多い為、試算は困難である。よって、本件では広域的に収集選択した林地事例から求めた比準価格
を中心に、他県も含めた広域的な林地価額の推移動向等を勘案し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

(6)市場の特性 同一需給圏は西多摩・八王子エリアの林地地域全域である。需要者は林業事業者、採石業者、森林保護を目的とする個人、
法人等である。木材価格は需要減により低位な水準にあり、林業事業経営は厳しく、新規参入は殆ど見られない。林地自体
の取引件数は極めて少なく、取引価格も規模、立地により異なり、総額１万円～２００万円と幅がある。買い希望価格で取
引が成立するケースが多い。

(7)試算価格の調整
　 及び鑑定評価額
　 の決定の理由
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